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■事業報告
1 企業集団の現況

（1）事業の経過及び成果
（2）財産及び損益の状況
（3）対処すべき課題
（4）主要な事業内容(2026年３月31日現在)
（5）主要な営業所及び工場(2026年３月31日現在)
（6）使用人の状況(2026年３月31日現在)
（7）主要な借入先及び借入額(2026年３月31日現在)
（8）剰余金の配当等の決定に関する方針
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
2 株式の状況(2026年３月31日現在)
3 会社役員の状況
社外役員に関する事項

4 会計監査人の状況
5 コーポレートガバナンスの概要
6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

■連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

■計算書類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

■監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告書
会計監査人の監査報告書
監査等委員会の監査報告書

上記事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対し
て交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

綿半ホールディングス株式会社
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事業報告 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)

1 企業集団の現況
（1）事業の経過及び成果
① 綿半グループを取り巻く環境及び業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善等により、緩やかな回復傾向
にあります。その一方で、日銀の政策金利引き上げや米国の通商政策等の金融政策の影響、中東
情勢の悪化等により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
綿半グループが関係する事業環境のうち、小売事業では継続的な物価上昇による節約志向が依

然として根強く、物流費等各種コストの上昇や業種を超えた販売競争も継続しているなど、引き
続き厳しい事業環境となっております。
建設事業では、建設需要は底堅く推移し、受注環境は総じて良好に推移しましたが、住宅市場

においては法令改正に伴う駆け込み需要の反動減が続き、建設業界全体で人件費の上昇や人手不
足による納期の遅れが懸念されるなど、依然として厳しい事業環境が続いております。
貿易事業では、化粧品市場における各種製品の需要が見込まれる一方、医薬品市場は、毎年の

薬価改定による抑制リスクが見込まれるといった、引続き先行き不透明な事業環境となっており
ます。
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これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は1,354億51百万円(前期比1.4％増）、
営業利益は35億99百万円(同2.8％増)、経常利益は39億４百万円(同2.4％増)、親会社株主に帰属
する当期純利益については21億30百万円(同2.6％増)となりました。

② 綿半グループの事業区分別の事業概況
当連結会計年度の事業区分別の業績は次のとおりであります。
事業区分については、「小売」「建設」「貿易」の３つの報告セグメントと「その他」に区分してお

ります。
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小売事業

売上高

770億円
(前連結会計年度比2.8％減)

セグメント利益

15億円
（同11.3％減）

小売事業では、スーパーセンター、ホームセンター、食品スーパー、
ドラッグストア、インターネット通販など、多様な業態を展開しており
ます。
事業領域の拡大として、農事組合法人綿半農場を中心に、創業の地で

ある長野県において農業事業へ本格参入いたしました。地域と連携した
農業を推進するとともに、綿半グループの農業事業の基盤強化を図り、
生産から販売までを一体化した６次産業化を進めてまいります。
商品展開では、綿半ファームで育てた黒毛和牛『SHINルビー牛』の販

売が堅調に推移しております。また、綿半ファームの次世代養豚施設
（長野県筑北村）において生産した「幻の三元豚」の出荷を2025年８月
より開始し、順調に販売を拡大しております。今後も、品質にこだわっ
た商品の安定供給に努めてまいります。
年間を通じて、綿半スーパーセンター須坂店（長野県須坂市）や綿半

スーパーセンター箕輪店（長野県箕輪町）など合計７店舗の改装を実施
いたしました。今後も改装を通じて、地域のお客さまのニーズに合わせ
た売場づくりを推進してまいります。
また、2026年２月に、綿半スーパーセンター塩尻店内に保護猫譲渡施

設「もふもふ塩尻」をオープンいたしました。保護猫と里親希望者をつ
なぐ新たな出会いの場として運営し、地域のペットライフを支える拠点
として機能しております。加えて、保護犬・保護猫の譲渡会を綿半店舗
で継続的に行うなど、地域に根ざした取組みも引続き展開しております。
当連結会計年度における業績は、複数店舗での改装による売場縮小や

前期の防災特需による反動減等の影響により、売上高は770億34百万円
（前期比2.8％減）、セグメント利益は15億63百万円（同11.3％減）とな
りました。
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建設事業

売上高

499億円
(前連結会計年度比11.5％増)

セグメント利益

22億円
（同22.7％増）

建設事業では、木造建築、鐵構、屋根外装改修、自走式立体駐車場等
を展開しており、長野県を基軸にグループシナジーを活かした事業展開
を行い、企業価値向上に取組んでまいりました。
屋根外装改修等リニューアル工事分野では、重点施策としてプロモー

ション展開から課題を掘起こし、環境に配慮した新商品・新工法・新サ
ービスの開発を推進しております。
鐵構分野では、増加する鉄骨需要と大型案件への対応策として、ミャ

ンマー、中国（大連）、ベトナムにＣＡＤセンターを設置し、教育プログ
ラムによる人材育成とＤＸによる設計プロセスの最適化により、海外拠
点での設計支援力の強化と生産性向上を進めております。
自走式立体駐車場分野では、福岡県の商業施設計画において、九州エ

リア初導入となる６層７段の大型駐車場を含む立体駐車場２棟の工事を
受注・着工いたしました。長年培ってきた技術力と施工ノウハウを活か
し、安全で利便性の高い駐車場づくりを通じて、地域社会の発展と快適
なまちづくりに貢献してまいります。
木造住宅分野では、新商品『Qクラス』を100棟限定で販売開始いたし

ました。柱・床・階段・天井といった直接触れる部分はもちろん、建物
を足元から支える「土台」にも、湿気に強い特性を持つひのきを使用し
ています。国産ひのきを贅沢に使いながら、調達ネットワークと、仕
入・製材・乾燥・プレカット・施工の自社一貫生産体制によるスケール
メリットを活かし、オリジナル建材や独自工法を開発した結果、現場の
ロス削減と建築効率の向上を実現し、999万円（税込1,098.9万円）とい
う価格での販売を可能にしています。
そのほか、８月には野池愛林農業協同組合（長野県飯田市）より長野

県飯田市千代の山林約1,500haを取得いたしました。伐採された木材は、
綿半グループのリソースを最大限に使用し、余すことなく活用してまい
ります。今後は、飯田市をはじめ、長野県各地で次世代に向けた健全な
森林整備を進めてまいります。
また、経営状態が安定した綿半ウッドパワー（長野県塩尻市）を当期

より連結子会社化いたしました。製材工場などの製造過程から出る端材
や林地残材を燃料として発電することで、信州の豊かな森林を無駄なく
活用し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
当連結会計年度における業績は、駐車場および鐵構分野で工事が順調

に推移したことにより、売上高は499億２百万円（前期比11.5％増）、セ
グメント利益は22億７百万円（同22.7％増）となりました。
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貿易事業

売上高

65億円
(前連結会計年度比17.0％減)

セグメント利益

６億円
（同22.3％減）

貿易事業では、世界20カ国以上から天然由来の医薬品・化粧品・食品
原料の輸入販売、不妊治療薬の原薬製造等を行っており、さらに食品や
肥料・飼料分野への展開、研究開発活動にも積極的に取組んでまいりま
した。
食品分野では、褐変しない冷凍アボカド『Natavo』の更なる販売拡大

や、板ガムの原料になるチクルの新たな輸入ルート確立など、安定供給
体制の構築に向けた取組みを継続しております。また、メキシコから輸
入している、天然赤色素を含むウチワサボテン果実のパウダーを販売す
るなど、オリジナル商品の研究開発を行い、海外ネットワークを活かし
た食品の輸入販売に注力いたしました。さらに、野菜としてもウチワサ
ボテンを普及させるため、サボテン×ベジタブル『サボベジ』として店
舗販売をはじめ、商談会やイベントへの出展を実施するとともに、サボ
テンを使用したオリジナルレシピの配布やＳＮＳ等を活用した情報発信
を実施しております。また、将来的なコスト削減および安定供給を見据
え、国内栽培体制の構築に向けた準備を進めております。
医薬品分野は、原料調達支援や海外メーカーとの連携を通じて医薬品

産業を支えております。近年の市場環境の変化およびグローバル連携の
重要性の高まりを踏まえ、医薬品業界最大級の展示会に初出展し、原料
調達や供給体制に関して海外サプライヤーと直接協議する機会を提供し
ております。
当連結会計年度における業績は、医薬品分野における一部原薬の製造

工程見直しによる販売見合せが影響し、売上高は65億２百万円（前期比
17.0％減）、セグメント利益は６億66百万円（同22.3％減）となりまし
た。
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売上高 （単位：百万円） 親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円） 1株当たり当期純利益 （単位：円）
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（2）財産及び損益の状況

区 分 第75期
(2023年3月期)

第76期
(2024年3月期)

第77期
(2025年3月期)

第78期
(当連結会計年度)
(2026年3月期)

売上高 (百万円) 134,299 128,072 133,594 135,451

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,653 1,854 2,077 2,130

1株当たり当期純利益 (円) 83.16 93.09 104.62 110.57

総資産 (百万円) 84,202 79,270 79,434 82,994

純資産 (百万円) 21,251 22,789 23,240 24,593

1株当たり純資産 (円) 1,068.23 1,143.40 1,200.54 1,303.74

（注）１株当たり当期純利益は期中の平均発行済株式数、１株当たり純資産は期末発行済株式数に基づいて算出しております。
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（3）対処すべき課題
●グループ全体の取組み
原材料価格の高騰や急速な円安進行を背景とした物価の上昇、先行き不安定な世界情勢の長期化

により、エネルギー資源の不安定化、生成ＡＩによる自動化、省力化など生産性向上への取組みが
加速し、世の中は急激な変化が予想されております。また、フレキシブルワーク、リモートワーク
の定着による働き方の多様化や、女性や高齢者、外国人労働者など労働者属性の多様化も進んでお
ります。
今後も加速する世の中の変化に対応するため、さらなるデジタル化と時代に沿った人的資源管理

施策に取組んでまいります。

●小売事業
小売事業は、業種・業態を超えた販売競争が激化する中、お客さまとの「信頼」を築き、「地域」

の新たな価値を創造し、人々の暮らしに寄り添った事業展開を進めてまいります。

○地域：6次産業化の推進
直営農場の綿半ファームで豚や牛の畜産を行うとともに、農業にも本格参

入し、生産から販売までを一貫して手掛ける６次産業化を推進しておりま
す。お客さまに食の安全と安心をお届けしながら、農業や畜産業など地域の
１次産業の活性化に取組んでまいります。
○地域：地域特性を活かした店舗づくり
資材や加工食品の売場を大幅に拡充した上田店や、保護猫の常設譲渡施設

やペットクリニック等のペットコーナーを充実させた塩尻店など、地域のお
客さまに寄り添った店舗リニューアルを行ってまいりました。今後も地域特
性を活かした店舗づくりを展開してまいります。
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○地域：出店について
今後の出店については、出店用地の確保や許認可の取得に長期の時間を要することから、居抜き

物件の活用やＭ＆Ａを推進し、売場面積の拡大を図ってまいります。
○環境：循環型社会の形成
私たちが住んでいる地域を地球規模でとらえ、リサイクル可能な商品パッ

ケージを採用するほか、自社の家電商品をリサイクルするところまで考えて
商品開発を行っております。また、家庭用使用済油を回収し、バイオ燃料な
どの再生資源として活用する取組みを推進するほか、綿半ファームにおい
て、店舗や食品工場の残渣を飼料に活用するとともに、豚糞を施設内で堆肥
化して飼料米の肥料に利用するなど、環境に配慮した循環型養豚モデルに取
組んでおります。
○グローバル：信頼に応える商品開発
綿半グループのオリジナル商品は、国内外の製造パートナーと協力しながら、実際に使い・食べ

て納得できるものだけを商品化し、食品・日用品・レジャー・ペット用品等の様々なカテゴリーで
展開しております。お客さまにご満足いただけるよう、品質・味に自信を持った商品開発に取組ん
でおります。また、海外への輸出も開始しており、今後も積極的に展開してまいります。
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●建設事業
建設事業は、世界情勢の不安定化を要因とする資材価格の高騰や資材調達の困難化等、引続き厳

しい事業環境が続くものと予測しております。お客さまとの信頼関係を構築するとともに、グルー
プ内の相互連携を強化しながら独自の技術力を活かした製品開発を推進し、地域経済の活性化に取
組んでまいります。

○地域：地域資源の有効活用
素材丸太の生産から加工・施工・販売まで、木材に関わるすべてにおいて

自社一貫生産体制がとれる木材の製造機能を活かし、長野県の豊富な森林資
源を全国の木造住宅の加盟店へ供給するとともに、家具製造の原材料として
も活用し、地域経済に貢献してまいります。
○地域：協力業者との永続可能な関係を構築
建設事業は全国展開をしており、地域の協力業者さまとの協力が必要不可欠であります。共に成

長していくため、協力業者さまの育成や仕入の支援を行い、永続可能な関係を構築してまいります。
○環境：循環型社会の形成
工場の屋根に設置する超軽量太陽光システム『ＬＩＧＨＴＯＮ ＳＯＬＡ

Ｒ』など、環境に配慮した商品開発を行い、ＣＯ ₂ 排出量の削減に取組んで
まいります。
また、森づくりへの参入により、伐る・使う・植える･育てるの循環型林

業を推進し、長野県林業の発展と綿半グループの企業価値向上を目指すとと
もに、木質バイオマス発電事業にも参入いたしました。
未利用木材を燃料に再生可能エネルギーを作り出すことで、森林資源を有効
活用し、持続可能な地球環境の保全に取組んでおります。
○グローバル：海外との連携
ミャンマー・中国・ベトナムに設置したCADセンターや海外ファブリケーターとの連携により、

増加する鉄骨需要と大型案件に対応しております。また、東南アジアから、技能実習生を受け入れ、
技術の継承を行っております。
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●貿易事業
貿易事業は、主に天然原料を取扱っているため、限りある資源を有効活用し、自然環境やコミュ

ニティへの配慮を行いながら、いつまでも続く地球環境を地域住民と共に構築してまいります。

○地域：健康を支える原料提供率100％
「食べるサボテン」という新しい価値を日々の食卓に届けるべく、食用サ

ボテンのブランド「SABOVEG」（サボベジ）を立ち上げるなど、健康に優
しい自然派オーガニック商品の開拓に取組んでおります。
また、家畜の健康をサポートする100％天然植物由来の動物飼料添加物を

使用した飼料の研究開発を引続き進めてまいります。
○環境：全ての原料へのＳＤＧｓ付加率100％
今までも、化粧品や健康食品等の原料生産地の「自然保護法律」に準じて資源調達を行うほか、

地域住民の雇用創出に取組む等、地域住民と自然環境の保護に貢献してまいりましたが、今後は、
全ての取扱商品でＳＤＧｓの取組みを実施してまいります。

○グローバル：世界情勢に対応した、原料調達による安定供給率100％
天然原料の新規開拓・調達を加速するとともに、綿半グループの各事業と連携し、海外ネットワ

ークを活かした生鮮食品や建設資材の直接仕入に取組んでおります。世界情勢が不安定な中でもお
客さまへ安定的な商品供給が行える体制を構築してまいります。
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（4）主要な事業内容 (2026年３月31日現在)

綿半グループは、小売事業、建設事業、貿易事業を主たる事業としております。

（5）主要な営業所及び工場 (2026年３月31日現在)

① 当社
本社：長野県飯田市
東京本社：東京都新宿区

② 子会社
●小売事業
綿半パートナーズ株式会社 本社：長野県飯田市 リグナ株式会社 本社：東京都新宿区
株式会社綿半ホームエイド 本社：長野県長野市 大洋株式会社 本社：静岡県島田市
株式会社綿半ドットコム 本社：東京都新宿区 株式会社綿半三原商店 本社：長野県安曇野市
株式会社綿半インテック 本社：長野県飯田市

営業種別 店舗数 都道府県別

スーパーセンター 19店舗 長野県16店舗、山梨県３店舗

ホームセンター 12店舗 長野県５店舗、山梨県２店舗、埼玉県２店舗、東京都１店舗、
神奈川県１店舗、愛知県１店舗

スーパーマーケット ５店舗 愛知県５店舗

インターネット通販 ８支店 東京都２支店、北海道１支店、宮城県１支店、愛知県１支店、
大阪府１支店、広島県１支店、福岡県１支店

お茶・菓子製造販売 ９店舗 長野県９店舗

ドラッグストア ３店舗 長野県３店舗

インテリアショップ ２店舗 東京都１店舗、静岡県１店舗
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●建設事業
綿半ソリューションズ株式会社 本社：長野県飯田市 株式会社綿半ホームズ 本社：静岡県浜松市
株式会社綿半林業 本社：新潟県北蒲原郡 株式会社綿半林業の家 本社：長野県飯田市
株式会社綿半林業SH 本社：静岡県浜松市 綿半建材株式会社 本社：長野県松本市
株式会社綿半工務 本社：新潟県新発田市 綿半ウッドパワー株式会社 本社：長野県塩尻市

拠点 拠点数 都道府県別

事業拠点 25事業所
長野県８事業所、新潟県４事務所、静岡県４事業所、愛知県２事業所、
沖縄県２事務所、東京都１事業所、山梨県１事業所、大阪府１事業所、
福岡県１事業所、鹿児島県１事業所

製造拠点 10工場 新潟県５工場、長野県４工場、静岡県１工場

開発拠点 １拠点 岐阜県１拠点

●貿易事業
綿半トレーディング株式会社 本社：東京都新宿区

研究所 拠点数 都道府県別

製薬事業所 １研究所 神奈川県１研究所

●その他
綿半リアルエステート株式会社 本社：東京都新宿区

拠点 拠点数 都道府県別

事業拠点 １事業所 東京都１事業所
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（6）使用人の状況 (2026年３月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況
事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

●小売事業 724(1,994)名 ２名増(44名減)

●建設事業 692(154) ８名増(９名減)

●貿易事業 40(4) １名増(１名増)

●その他 17(2) １名増(１名増)

●全社(共通) 76(11) ７名増(１名減)

合 計 1,549(2,165) 19名増(52名減)
（注）1. 使用人数は就業員数であり、パート社員･契約社員･再雇用社員は( )内に８時間換算の人員で記載しております。

2. 全社(共通)として記載している従業員数は、持株会社である当社の従業員数であります。

② 当社の使用人の状況
使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

76(11)名 ７名増(１名減) 50.３歳 19.23年

（注）1. 使用人数は就業員数であり、パート社員･契約社員･再雇用社員は( )内に８時間換算の人員で記載しております。
2. 使用人数は、他社への出向役員・出向社員を含んでおり、他社からの出向社員は含んでおりません。

（7）主要な借入先及び借入額 (2026年３月31日現在)

借入先 借入残高

株式会社八十二長野銀行 14,916百万円

株式会社三井住友銀行 2,707

株式会社三菱UFJ銀行 2,622

長野県信用農業協同組合連合会 2,058

飯田信用金庫 1,700
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（8）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営課題の一つとして認識しており、グループの業績

や内部留保の充実等を勘案した上で、安定的な配当を継続して実施することを基本方針としており
ます。
当期の剰余金の配当につきましては、業績及び今後の事業展開等を勘案いたしました結果、2026

年５月11日開催の取締役会におきまして、前期の29円から1株当たり１円増配し、30円とすること
を決議させていただきました。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。



金融商品取引業者
115,525株
（0.61%）

個人・その他
11,145,467株
（59.63%）

外国法人等
367,603株

（1.96%）

金融機関
3,184,800株
（17.04%）

その他の法人
3,874,620株
（20.73%）

（注）所有者別株式分布状況は自己株式（1,270,925株）を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況
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2 株式の状況 (2026年３月31日現在)

（1）発行可能株式総数 50,000,000株

（2）発行済株式の総数 19,958,940株
（3）株主数 25,356名
（4）大株主上位10名

株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,762,600株 9.43％

綿半グループ従業員持株会 1,695,300 9.07

株式会社八十二長野銀行 800,000 4.28

昭和商事株式会社 612,000 3.27

野原 勇 601,015 3.21

株式会社綿屋半三郎 590,000 3.15

野原グループ株式会社 582,600 3.11

株式会社ヤマウラ 500,000 2.67

飯田信用金庫 400,000 2.14

野原 莞爾 386,413 2.06

（注）1. 持株比率は自己株式(1,270,925株)を控除して計算しております。
2. 株式会社綿屋半三郎は、創業家の資産管理会社であります。

（5）当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
株式の種類及び数 交付された者の人数

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 当社普通株式29,410株 ４名
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3 会社役員の状況
社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

地 位 氏 名 重要な兼職先の状況 当社との関係
社外取締役

（常勤監査等委員） 矢 島 充 博 綿半ソリューションズ株式会社 監査役 当社の100%子会社であ
ります。

社外取締役
（監査等委員） 坂 本 順 子

六田･坂本法律事務所 弁護士 特別の関係はありません。

横浜冷凍株式会社 社外取締役 特別の関係はありません。

社外取締役
（監査等委員） 萩 本 範 文 ＡＭシステムズ株式会社 代表取締役CEO 特別の関係はありません。

社外取締役
（監査等委員） 代 田 昭 久 一般社団法人未来地図 代表理事 特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名
出席状況 発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要取締役会 監査等委員会

社外取締役
（常勤監査等委員） 矢 島 充 博 100％

(12回/12回)
100％

(12回/12回)

銀行・クレジットカード会社の経営を通じて
培った企業経営や財務会計の専門的知見を活か
し、取締役会においては客観的見地から意思決
定の妥当性・適正性について積極的に助言・提
言を行っております。
また、監査等委員会においては常勤社外役員

として議長を務め、執行部門の業務執行に対す
る監査・監督を担うとともに、委員として必要
な意思決定を適切に行っております。
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区 分 氏 名
出席状況 発言状況及び社外取締役に

期待される役割に関して行った職務の概要取締役会 監査等委員会

社外取締役
（監査等委員） 坂 本 順 子 100％

(12回/12回)
100％

(12回/12回)

教育現場経験を有する弁護士として、法務、
人事労務、教育分野等の専門的知見を活かし、
取締役会においては客観的見地から意思決定の
妥当性・適正性について積極的に助言・提言を
行っております。
また、監査等委員会においては、非常勤の社

外役員として執行部門の業務執行に対する監
査・監督を担うとともに、委員として必要な意
思決定を適切に行っております。
取締役会の任意の諮問機関である役員指名・

報酬諮問会議では、議長として全２回の会議に
出席し、審議に資する発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 萩 本 範 文 100％

(12回/12回)
100％

(12回/12回)

精密機器メーカーの経営を通じて培った事業
戦略、技術革新、ICT等の専門的知見を活かし、
取締役会においては客観的見地から意思決定の
妥当性・適正性について積極的に助言・提言を
行っております。
また、監査等委員会においては、非常勤の社

外役員として執行部門の業務執行に対する監
査・監督を担うとともに、委員として必要な意
思決定を適切に行っております。
取締役会の任意の諮問機関である役員指名・

報酬諮問会議では、委員として全２回の会議に
出席し、審議に資する発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 代 田 昭 久 100％

(10回/10回)
100％

(10回/10回)

公立小・中学校の民間人校長や市の教育監・
教育長を歴任、加えてスポーツ団体運営や起
業・創業を通じて培った教育分野等の専門的知
見を活かし、取締役会においては客観的見地か
ら意思決定の妥当性・適正性について積極的に
助言・提言を行っております。
また、監査等委員会においては、非常勤の社

外役員として執行部門の業務執行に対する監
査・監督を担うとともに、委員として必要な意
思決定を適切に行っております。
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＜ご参考＞取締役（監査等委員である取締役を含む。）のスキルマトリクス

氏名 会社における地位
特に期待する分野、専門性

事業戦略 財務・会計 人事・労務 ICT 法務・
コンプライアンス 他業種知見 ダイバーシティ 地域

（長野県）

野原 勇 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○

有賀 博 代表取締役副社長 ○ ○

木下 晃 取締役 ○ ○

伴野 紋子 取締役 ○ ○ ○ ○

野原 佳代子 取締役 ○ ○ ○ ○

矢島 充博 取締役
（常勤監査等委員） ○ ○ ○

坂本 順子 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○

萩本 範文 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○ ○

代田 昭久 取締役
（監査等委員） ○ ○ ○

（注)１.上記の一覧表は、各自の有するすべての経験を表すものではございません。
２.ICTとはInformation and Communication Technology(情報通信技術)の略称表記となります。

以上
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4 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人
（2）報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 58百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 58百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できませんので、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必
要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し
た旨及びその理由を報告いたします。



株主総会
監査等委員である取締役・監査等委員でない取締役の選任・解任

役員指名・報酬諮問会議
監査等委員でない取締役 １名
監査等委員である取締役 ２名
（うち社外取締役 ２名）

諮問

答申

重要な業務執行の決定の委任

グループ会社

代表取締役

業務執行取締役

業務執行部門

協議・報告

業務執行

指示

指示

付議・報告

協議・報告

報告

会
計
監
査
人

内部監査人
監査室 報告

指示

監督

監査

内部監査

監査３部門会議
会計監査人
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5 コーポレートガバナンスの概要
当社は、取締役会の監督機能強化と迅速な意思決定及び経営効率を高めるため、2021年６月24日

定時株主総会以降、監査等委員会設置会社に移行しております。具体的には次のとおりです。
・取締役会は、取締役会で決定した経営方針に基づき、代表取締役の判断により法令及び定款に定
められた決議事項以外の業務執行の決定を代表取締役またはその他の業務執行取締役に決定を行
わせる体制を採用しております。

・重要な業務執行の決定については、代表取締役またはその他の業務執行取締役が、６つの業務執
行委員会で協議し、その協議結果を基に決定しております。

・さらに重要な決定に関しては、代表取締役の判断により取締役会に諮っております。

〔コーポレートガバナンス体制図〕(2026年3月31日現在)
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（1）取締役会
取締役会は、監査等委員である取締役４名（全４名独立社外取締役）を含む、取締役９名で構成

されており、原則毎月１回開催し、適時適切な情報開示を行っております。経営方針、中期経営計
画、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議、決定するとともに、綿半グルー
プの業務執行を適正に監督しております。

（2）業務執行委員会
業務執行委員会は、重要な業務執行を協議・報告する機関であり、代表取締役、その他業務執行

取締役及び各業務執行部門長等により構成され、原則毎月１回開催しております。常勤監査等委員
は、全ての委員会に参加し、職務執行状況を監査・監督しております。
また、経営管理委員会については、監査等委員を含む取締役全員が参加し、グループ会社の社長

からの月次報告を基に、経営課題について議論しております。
業務執行委員会 協議・報告事項
経営戦略委員会 事業開発、人財育成等
経営管理委員会 月次業績報告、決算開示、財務戦略等
法務・ＲＣ委員会 ガバナンス及びリスクコンプライアンスに関する事項等
人事・総務委員会 組織戦略、人事戦略、規程等の改廃等
ＩＣＴ委員会 ＩＣＴ戦略等

広報・ＩＲ委員会 ＩＲ戦略、決算以外の開示、投資家対応等

（3）役員指名・報酬諮問会議
取締役会は、取締役会で決議した内規に従って任意の役員指名・報酬諮問会議を設置し、選任候

補者を含む取締役の人事並びに報酬等の手続きに関し透明性の向上に努めております。
（4）監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（全４名独立社外取締役）で構成されており、原
則毎月１回開催しております。監査等委員でない取締役の職務執行状況を監査・監督するとともに、
会社の持続的成長及び中長期的な企業価値向上を促し、かつ、収益力・資本効率等の最大化を図る
べく監督機能を発揮しております。また、監査等委員でない取締役の人事（選解任及び報酬）が適
正に行われているかを検証して人事に関する意見形成を行っております。具体的には、次のとおり
です。
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・常勤監査等委員は、代表取締役社長との原則毎月１回の定例面談を通じて、相互に「事業環境、
経営方針、監査環境、監査課題」の理解に努めております。また、監査室長とも頻繁に面談し、
内部統制の定着に努めております。

・監査等委員、内部監査人、会計監査人の間のコミュニケーションを深めるため、監査３部門会議
（常勤監査等委員、内部監査人及び会計監査人で構成）を原則毎月１回開催し、意見情報交換に努
めております。非常勤監査等委員は適宜参加しております。

・監査等委員は、中立公正を図るべく、顧問弁護士事務所には所属しない外部の弁護士や、会計監
査人には所属しない外部の会計士とも積極的に情報交換しております。

（5）監査室
2026年３月末時点での内部監査人12名は、全員、当社の監査室に所属し、社長の指揮監督の下、

グループ全体の監査を行っております。監査の独立性保持と質の向上のため、担当部署のローテー
ションを実施しております。
監査室長は、グループ全体の内部監査結果及び内部統制評価結果を、毎年、取締役会に報告する

とともに、リスク管理上重要なものについては、個別に取締役会に報告しております。
（6）グループ会社管理規程の制定とワークフローシステムの活用

取締役会は、「グループ会社管理規程」を定め、グループ会社は、会社経営上の重要事項が発生し
たときはワークフローシステムを通じて、適時適切に当社へ報告することを義務づけております。

（7）グループホットライン（内部通報）窓口の設定
取締役会は、グループホットライン規程に則り、綿半グループ全ての役職員（パート及び派遣社

員を含む）に通報窓口を開放し、法令等違反行為の防止に努めております。なお、窓口はグループ
窓口（リスク・コンプライアンス委員会事務局）、グループ会社社内窓口（グループ会社管理部門）、
社外窓口（顧問弁護士）の３つの窓口を設置しております。
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6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するため

の体制（以下、「内部統制システム」という。）を整備し、運用しております。

⑴ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、法令、定款、取締役会決議及び「取締

役会規程」等の社内規程に則して重要な事項を決定するとともに、取締役会及び監査等委員
会は、代表取締役及び業務執行取締役の職務の執行を監査・監督しております。

② 取締役会は「取締役会規程」に基づき原則毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応
じて臨時取締役会を開催しております。

③ 当社は、定款の定めに基づき取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13
第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部を代表取締役社長に委任しております。

④ 各々の監査等委員は監査等委員会が定めた監査・監督の方針及び計画に沿って、取締役会な
どの重要会議への出席や業務執行状況の調査等を通じ、代表取締役及び業務執行取締役の職
務執行状況について監査・監督を行っております。

⑤ 財務報告に係る内部統制については、監査室を事務局として、監査等委員と協議の上、基本
方針及び全社計画の策定並びに進捗管理を行っております。

⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 会議の議事録及び事業運営に係る決裁書類等で、代表取締役及び業務執行取締役が行う業務

執行において必要な文書は、法令、定款及び社内規程に従い作成し、保存及び管理しており
ます。

② 経営及び業務執行に係る重要な情報、決定事項、社内通達等については、所管部署で作成し、
適切に保存及び管理しております。

⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社の決裁事項は、「取締役会規程」、「職務権限規程」及び「グループ会社管理規程」によっ

て定められております。また、グループ会社の決裁事項は、各グループ会社の「職務権限規
程」によって定められております。
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② 業務執行に係る重要な情報は、取締役会、その他重要会議において報告されるとともに、ワ
ークフローによっても適時に報告されております。

③ 法務・ＲＣ委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に則り、リスクの把握と対応につい
て審議を行っております。なお、法務・ＲＣ委員会で審議された事項で重要なものは、取締
役会に報告しております。

④ 事業の継続が脅かされる緊急事態、特に地震等の自然災害について発生から復旧までの対策
を織り込んだ事業継続計画（ＢＣＰ）を各拠点の環境に応じて策定しております。

⑤ 情報セキュリティに関するリスクへの対応については「ＩＴ管理規程」及び「ＩＴ管理マニ
ュアル」等を制定し、ＩＣＴ委員会において、情報セキュリティに対する体制及び方針の決
定を行うなど、グループ全体の情報セキュリティ管理を行っております。

⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 綿半グループの経営、業務運営に係る重要な事項を協議、報告する場として、部門ごとに６

つの業務執行委員会を設置しております。各業務執行委員会は、代表取締役、その他業務執
行取締役及び各業務執行部門長によって構成されており、原則毎月１回開催しております。
特に重要な事項については取締役会に諮っております。
なお、常勤監査等委員は、全ての委員会に参加し、職務執行状況を監査・監督しております。

② 取締役会に上程する事項のうち特に重要な決議事項については、十分な議論ができるように、
担当取締役はできるだけ早目に議案を提出しております。

⑸ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 「行動規範」を定めて綿半グループの役員及び従業員に周知するとともに、法令及び社会規範

の遵守について、教育、啓蒙活動を定期的に実施しております。
② グループ全体の法令遵守を徹底させるため、法務・ＲＣ委員会はコンプライアンスの体制及

び方針を策定し、取締役会の承認を得た上で、グループ全体に周知させており、その順守状
況については、監査室が監査を実施しております。

③ 「内部通報（グループホットライン）制度」を導入し、綿半グループで働くすべての人が利用
できる通報窓口を当社及びグループ会社に設置するほか、社外（弁護士事務所）にも通報窓
口を設置し、法令等の違反行為の防止に努めております。
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④ 内部監査部門である監査室は、グループ会社の全ての部署における業務執行が法令及び定款
に適合しているか否かの監査を実施しております。

⑹ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、持株会社制を採用しております。グループ会社の重要な会議には、当社の取締役が

原則分担して出席し、綿半グループ全体にとって重要な決議事項について監督しております。
また、当社取締役会は、グループ会社及び内部監査等の報告を通じて、グループ会社の取締
役の職務執行状況を監督しております。

② グループ会社において、経営上の重要な事項が発生した時は、ワークフローシステムを通じ
て、適時適切に当社へ報告することを義務づけております。

③ 当社取締役会において、グループ会社における職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定
その他の組織に関する基準を定め、グループ全体の統制を図っております。

④ 「行動規範」「リスク・コンプライアンス規程」等の諸規程は、グループ全体に適用されてお
ります。また、経営に関する事項や業務上の情報については、当社の各室及びグループ会社
との間で日々伝達と報告が行われており、それによってグループ全体を管理しております。

⑤ 内部監査人は、全員、当社の監査室に所属し、社長の指揮監督の下、グループ全体の監査を
行っております。監査の独立性保持と質の向上のため、担当部署のローテーションを実施し
ております。なお、グループ全体の内部監査結果及び内部統制評価結果は、毎年、取締役会
に報告され、リスク管理上重要なものについては、個別に取締役会に報告されております。

⑺ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査等委員がその職務を補助する使用人を求めた場合は、これを配置いたします。

⑻ 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員の前号の使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員より、監査職務の補助の命令を受けた使用人に対する指揮命令権は監査等委員に
あり、監査等委員以外の取締役は、その業務に関して指揮命令権を有しません。
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⑼ 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する
体制

① 監査等委員の監査・監督が実効的に行われることを確保するため、綿半グループの取締役及
び使用人は、以下の経営上の重要な事項を監査等委員に報告しております。

・業務執行委員会等の会議で審議された重要な事項
・法令、定款等に違反した事項、又は、違反するおそれのある事項
・会社に著しい損害を及ぼした事項又は及ぼすおそれのある事項
・内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評価の結果
・会計監査人から指摘のあった事項
・グループホットラインへの通報状況
・上記以外で、コンプライアンス上重要な事項

② 前号の報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨をグループ会社の取締役及び使用人に周知徹底しております。

⑽ 監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理方針
監査等委員がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をし
たときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職
務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理してお
ります。

⑾ その他、監査等委員の監査・監督が、実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員は、代表取締役、会計監査人、監査室と原則毎月１回それぞれ定期的に意見情報

交換を行っております。
② 監査等委員は、Ｍ＆Ａを実施する際に、経営戦略室が買収監査として依頼した弁護士事務所

や会計コンサルティングへのヒアリングを、監査室とともに実施しております。
③ 監査等委員として、執行側の弁護士とは別の弁護士より法的助言が得られる体制をとってお

り、必要に応じて、意見書又は回答書を入手しております。
④ 会社法の改正や会計基準等の改正の際には、重要度に応じて、外部セミナーに常勤監査等委

員が出席し、メールや監査等委員会の場で、監査等委員全員に共有が図られております。
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⑿ 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 綿半グループは、財務報告に関わる内部統制マニュアルを制定しております。
② 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切

な提出に向けた統制活動を行っております。
③ 内部監査人は、統制が適正に機能しているかどうかを継続的に評価し、不備が発見された部

署に対しては、是正状況をモニタリングしております。

⒀ 運用状況の概要
① 内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。

当事業年度において、取締役会を12回開催し、各議案について十分な審議を行うとともに、
取締役の職務執行状況について報告が行われ、取締役の間で活発な意見交換がなされており
ます。また、原則毎月開催される各業務執行委員会においても取締役の職務執行が適正かつ
効率的に行われているかを確認しております。

② コンプライアンスに対する取組みの状況
綿半グループは、「リスク・コンプライアンス規程」に基づきグループ会社の役員及び従業

員を対象とした研修を定期的に実施し、コンプライアンス意識の醸成、体制の向上に取組ん
でおります。研修の実施状況及び習得度合い等は、法務・RC委員会へ定期的に報告され、同
委員会で検証の上、監査等委員会へ共有しております。
また、内部通報制度については公益通報者保護法に留意し、「グループホットライン規程」

を制定しております。これに基づき設置している通報窓口によって、不正や不適切行為が早
期に発見され、発見された不正や不適切行為については、CRCOの指示により、調査・業務
改善等を行っております。また、処分が必要と判断されたものについては、ワークフロー上
で開催される臨時の法務・ＲＣ委員会に即座に諮られ、処分の妥当性を検証しております。
重大な不正、違反、事故等については取締役会へ報告され、代表取締役の判断により、内

部監査人による臨時監査を行っております。監査結果は取締役会に報告され、違反者の処分
や業務の改善を行っております。
なお、内部監査人は、毎年、取締役会で承認された内部監査基本計画に基づき、グループ

会社全ての監査を計画的に実施しております。内部監査計画は、監査等委員会及び会計監査
人とも共有しております。
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③ 監査部門のコミュニケーション
監査等委員、内部監査人、会計監査人の間のコミュニケーションを深めるため、監査３部

門会議（常勤監査等委員、内部監査人及び会計監査人で構成）を原則毎月１回開催し、意見
情報交換に努めております。

④ 監査等委員でない取締役の人事（選解任及び報酬）が適正に行われているかの検証
監査等委員は、取締役の職務執行状況の監査・監督を通じ、監査等委員でない取締役の指

名・報酬に関する人事（選解任及び報酬）に関する意見形成を行っております。

注:本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,101 706 21,574 △978 22,403
当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △561 △561
自己株式の処分
(譲渡制限付株式報酬) 0 47 47
親会社株主に帰属する当期純利益 2,130 2,130
自己株式の取得 △989 △989
連結範囲の変動 234 234
非連結子会社との合併による変動 11 11
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 − 0 1,814 △941 873
当連結会計年度末残高 1,101 706 23,389 △1,920 23,276

その他の包括利益累計額 非支配株主持
分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ損

益
退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 697 0 138 836 − 23,240
当連結会計年度変動額
剰余金の配当 − △561
自己株式の処分
(譲渡制限付株式報酬) − 47
親会社株主に帰属する当期純利益 − 2,130
自己株式の取得 △989
連結範囲の変動 − 234
非連結子会社との合併による変動 − 11
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額(純額) 207 △0 43 250 228 479

当連結会計年度変動額合計 207 △0 43 250 228 1,352
当連結会計年度末残高 905 − 182 1,087 228 24,593
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連結注記表
１．金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴ 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 17社

主要な連結子会社の名称
綿半パートナーズ株式会社
株式会社綿半ホームエイド
株式会社綿半ドットコム
大洋株式会社
株式会社綿半三原商店
リグナ株式会社
株式会社綿半インテック
綿半ソリューションズ株式会社
株式会社綿半林業
株式会社綿半工務
株式会社綿半林業の家
株式会社綿半林業SH
株式会社綿半ホームズ
綿半建材株式会社
綿半トレーディング株式会社
綿半リアルエステート株式会社
綿半ウッドパワー株式会社

株式会社綿半フレッシュマーケットについては、2025年４月１日付で株式会社綿半ホームエイドと合併
したため、連結の範囲から除いております。
前連結会計年度において非連結子会社であった綿半ウッドパワー株式会社は、重要性が増したことにより

当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
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② 非連結子会社の数 11社
主要な非連結子会社の名称
WATAHAN DE MEXICO,S.A.DE C.V.
株式会社チヤーズ
株式会社綿半キッズスクール
収納スタイル株式会社
大連綿半設計有限責任公司
WAK TEC Inc.
綿半ファーム株式会社
有限会社小諸動物病院
株式会社合の会
有限会社須江林産
株式会社ちくほく農場

ソヤノウッドパワー株式会社は2026年３月に清算し、消滅しております。

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外してお
ります。
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⑵ 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当する会社はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社等の名称
WATAHAN DE MEXICO,S.A.DE C.V.
株式会社チヤーズ
株式会社綿半キッズスクール
収納スタイル株式会社
大連綿半設計有限責任公司
WAK TEC Inc.
綿半ファーム株式会社
有限会社小諸動物病院
株式会社合の会
有限会社須江林産
株式会社ちくほく農場
株式会社F.PEC
株式会社カサナチュラル
株式会社PETTON

持分法を適用しない理由
各社の当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても

連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。
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⑶ 連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

ハ．棚卸資産
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

連結子会社は主として売価還元原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりますが、
一部連結子会社は総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜17年

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を
計上しております。

ハ．工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、工事損失の発生が見込まれ、かつ、その金額
を合理的に見積ることができる工事についてその見積額を引当計上してお
ります。

ニ．完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当連結会計年度末に至る
１年間の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

ニ．未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職
給付に係る調整累計額に計上しております。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
小売事業 主たる事業であるホームセンター等での商品等販売において、商品等を顧客に引渡す義務を負っ

ております。商品等の引渡時点において、顧客が当該商品等に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されると判断していることから、引渡基準により収益を認識しております。

建設事業 主たる事業である請負工事等において、顧客との請負工事契約等に基づき、建築工事を行う義務
を負っており、当該履行義務は、工事の進捗に応じて一定の期間にわたり充足されるため、期間
がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定
の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を認識することとし
ております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原
価の割合(インプット法)で算出しております。

貿易事業 主たる事業である医薬品原料等の製品及び商品の販売において、顧客の要求する品質水準を満た
した製品等を顧客に引渡す義務を負っております。製品等が顧客により検収された時点において、
顧客が当該製品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、検収
基準により収益を認識しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている

為替予約については振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワ
ップ取引については、特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約、通貨オプション
ヘッジ対象…借入金の利息、買掛金

ハ．ヘッジ方針 借入金利の変動リスクを回避するために保有している借入金の範囲内及び
輸入取引の為替変動リスクを回避するために外貨建金銭債務の範囲内で実
施する方針であります。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計額を比較すること等によってヘ
ッジの有効性の評価を行っております。ただし、金利スワップ取引につい
ては、取引すべてについてヘッジに高い有効性が明らかに認められるため、
有効性の判定を省略しております。また、為替予約取引はすべて振当処理
によっているため、有効性の評価を省略しております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で定額法により償却をしております。

⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
⑴ 有形固定資産の減損
① 当連結会計年度計上額

当連結会計年度
有形固定資産合計 27,867百万円
有形固定資産に係る減損損失 200百万円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、減損の兆候が認められた資産グループについて、将来キャッシュ・フローを見積り、減損の

認識及び測定を実施しております。将来キャッシュ・フローの金額は、次年度予算及び中期経営計画における事業
環境の予測、事業施策等を前提として算出された、当該資産グループの売上高、売上総利益率、営業利益等に基づ
き見積もっております。
将来キャッシュ・フローの金額は、当連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出した

ものでありますが、算出に用いた主要な仮定である当該資産グループの売上高及び売上総利益率等は、事業環境等
の予期せぬ変化により、当該資産グループの実際の業績とは乖離する可能性があります。資産グループの業績等の
予測には不確実性を伴うことから、実際の業績や事業環境等が見積りと比較して悪化する場合には、翌連結会計年
度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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⑵ のれんの評価
① 当連結会計年度計上額

当連結会計年度
のれん 517百万円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、計上したのれん金額を、企業結合時における対象会社の超過収益力として認識し、その効果

が発現すると見積もられる期間で定額法により償却するとともに、対象会社ごとに資産のグルーピングを行い、固
定資産の減損手続を実施しております。減損の兆候が認められたのれんを含む対象会社資産グループについては、
将来キャッシュ・フローを見積り、減損の識別及び測定手続を実施しております。将来キャッシュ・フローの金額
は、当該対象会社の将来計画における業績を前提として算出された営業キャッシュ・フローに基づき見積もってお
り、当該将来計画は、対象期間の事業環境の予測、事業施策等を前提として作成されております。
当該将来キャッシュ・フローの金額は、当連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出

したものでありますが、算出に用いた主要な仮定である当該対象会社の将来計画における業績等は、事業環境等の
予期せぬ変化等により、当該対象会社の実際の業績等とは乖離する可能性があります。
対象会社の業績等の予測には不確実性を伴うことから、実際の業績や事業環境等が見積りと比較して悪化する場

合には、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
⑶ 一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益の認識
① 当連結会計年度計上額

当連結会計年度
工事進捗度に基づき計上した売上高 33,469百万円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、建設事業セグメントにおいて、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務は、履行

期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり
収益を認識しております。当該収益の認識にあたっては、工事契約について、顧客と合意された実質的な取引の単
位に基づいて、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当連
結会計年度の工事収益を計上しております。
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工事収益総額及び工事原価総額は、工事契約に基づき、顧客からの要望に対応する仕様を満たすために必要とな
る原材料や人員、完成するまでの期間等を考慮して見積もっております。また、工事着手後に、顧客との合意に基
づき設計内容の変更又は工事範囲の変更が生じた場合や、工事契約を取り巻く環境の変化等により工事原価総額の
見積りの前提に変化が生じた場合は、適時・適切に工事収益総額又は工事原価総額の見直しを行っております。
工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、当連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を

算出したものでありますが、工事契約内容の変更や工事契約を取り巻く環境の変化等が当該見積りに影響を与える
可能性があり、翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する収益及び費用の金額に重要な影響を与える可
能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保付債務

（担保資産）
商品及び製品 477百万円
建物及び構築物 1,660百万円
土地 3,087百万円
投資有価証券 86百万円
受取手形及び売掛金 299百万円
合計 5,612百万円

（担保付債務）
支払手形及び買掛金 47百万円
電子記録債務 76百万円
短期借入金 700百万円
長期借入金 6,958百万円
合計 7,783百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 30,681百万円
⑶ 保証債務

該当事項はありません。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 19,958千株
⑵ 配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025 年 ５ 月 12 日
取 締 役 会 普 通 株 式 561百万円 29.00円 2025 年 ３ 月 31 日 2025 年 ６ 月 ６ 日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資 配当金の総額

１ 株
当 た り
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2026年５月11日
取 締 役 会 普通株式 利 益

剰 余 金 560百万円 30.00円 2026年３月31日 2026年６月５日
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６．金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による調
達を基本としております。デリバティブは借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用し、
また、輸入取引に伴う為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、投機的な取引は行わない
方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
当社グループは、各社の与信管理規程に従い、営業債権について取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと

ともに、主な取引先の信用情報を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を
継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達

であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期の一部については、
支払金利の変動リスクを回避して固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）
をヘッジ手段として利用しております。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に作成する資

金繰り予定表などにより管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入

金に係る金利変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関する
ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結計算書類の作成のた
めの基本となる重要な事項に関する注記等「（4）会計方針に関する事項 ⑥重要なヘッジ会計の方法」をご参照
下さい。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。
また、デリバティブ取引の執行・管理については、職務権限を定めた社内規程に従って行っております。



― 42 ―

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（※１）
（百万円）

時 価（※１）
（百万円）

差 額
（百万円）

① 投資有価証券 1,638 1,638 −
② 長期借入金（※３） （18,897） （18,256） △641
（※１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（※２）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債

務」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記
載を省略しております。

（※３）「１年以内返済予定の長期借入金」は、「長期借入金」に含めております。

（注１）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」に含まれておりません。
当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式 947

投資事業組合出資 76

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 5,369 − − −
受取手形、売掛金及び
契約資産 14,269 − − −

電子記録債権 3,967 − − −
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（注３）長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１ 年 以 内
（百万円）

１ 年 超
２ 年 以 内
（百万円）

２ 年 超
３ 年 以 内
（百万円）

３ 年 超
４ 年 以 内
（百万円）

４ 年 超
５ 年 以 内
（百万円）

５ 年 超
（百万円）

長期借入金 3,207 8,744 1,799 1,368 1,161 2,616

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度 （2026年3月31日）

時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 1,638 − − 1,638

資産合計 1,638 − − 1,638
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②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度 （2026年3月31日）

時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 − 18,256 − 18,256

負債合計 − 18,256 − 18,256

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式、国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。社債については、取引先金融機関等から提示された
価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、固定金利による長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利による長期借入金は、短期
間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価
に分類しております。
また、変動金利による長期借入金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利

スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる割
引率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７．賃貸等不動産に関する注記
⑴ 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィ
スビル（土地を含む）、住居用施設等を有しております。なお、賃貸用のオフィスビルの一部については、当社が使
用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

⑵ 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額（百万円） 当 連 結 会 計
年 度 末 の 時 価
（百万円）当 連 結 会 計

年 度 期 首 残 高
当 連 結 会 計
年 度 増 減 額

当 連 結 会 計
年 度 末 残 高

賃 貸 等 不 動 産 3,582 △117 3,464 4,172

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産 1,881 △35 1,846 3,545

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
（注２）期中増減額のうち、主な増加額は、賃貸用土地の取得等（194百万円）であり、主な減少額は除売却（218百

万円）及び減価償却費（85百万円）であります。
（注３）当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて自社で算定した

金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末における損

益は、次のとおりであります。

賃 貸 収 益
（百万円）

賃 貸 費 用
（百万円）

差 額
（百万円）

そ の 他
( 売 却 損 益 等 )
（百万円）

賃 貸 等 不 動 産 378 238 140 51

賃 貸 等 不 動 産 と し て 使 用
さ れ る 部 分 を 含 む 不 動 産 88 128 △40 0

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用している
部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（地代、減価償却
費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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８．１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たり純資産額 1,303円74銭
⑵ １株当たり当期純利益 110円57銭

９．重要な後発事象に関する注記
特記すべき事項はありません。

10．収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの事業別の収益の分解情報は以下のとおりです。
（単位：百万円）

小売事業 建設事業 貿易事業 その他
（注） 合計

顧客との契約から
生じる収益 76,890 49,810 6,502 1,351 134,554

その他の収益 143 92 − 660 896
外部顧客への
売上高 77,034 49,902 6,502 2,011 135,451

（注）「その他」には、不動産事業等を含んでおります。

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容並びに当社グループが当該履行義務を充足する通常の時

点については、「２.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ⑷ 会計方針に関する事
項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
なお、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定してお

ります。
また、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度末
（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高）
受取手形及び売掛金 8,627
電子記録債権 3,588

顧客との契約から生じた債権（期末残高）
受取手形及び売掛金 8,590
電子記録債権 3,967

契約資産（期首残高） 4,302

契約資産（期末残高） 5,678

契約負債（期首残高） 1,231

契約負債（期末残高） 1,467

契約資産は、工事請負契約等の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したが、
未請求の工事作業等に係る対価に関するものであります。
契約負債は主に、工事請負契約等に基づき顧客から受け取った前受金であり、当連結会計年度に認識した収益

のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは1,120百万円であります。
なお、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引金額
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、24,468百万円であり、当社グループ

は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて翌連結会計年度以降３年以内の期間で収益を認識する
ことを見込んでおります。なお、当該金額は建設事業における工事等に係る総額であり、その他の取引について
は、当初に予想される契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識
が見込まれる期間の記載を省略しております。
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貸借対照表(2026年3月31日現在)
（単位：百万円）

資産の部
流動資産 9,340

現金及び預金 1,312
原材料及び貯蔵品 1
前払費用 119
短期貸付金 7,554
その他 352

固定資産 36,417
有形固定資産 15,811
建物 8,140
構築物 650
機械装置 457
工具器具備品 136
車両運搬具 6
土地 6,325
建設仮勘定 94

無形固定資産 62
借地権 4
ソフトウエア 57
その他 0

投資その他の資産 20,543
投資有価証券 2,158
関係会社株式 9,212
出資金 1
保証金･敷金 458
長期貸付金 8,452
長期前払費用 42
その他 242
貸倒引当金 △24

資産合計 45,757

負債の部
流動負債 14,377

短期借入金 13,584
未払金 416
未払費用 30
未払法人税等 8
未払消費税等 33
預り金 15
前受収益 206
賞与引当金 82
その他 0

固定負債 17,071
長期借入金 14,890
預り保証金 174
繰延税金負債 545
退職給付引当金 200
資産除去債務 1,260

負債合計 31,448
純資産の部
株主資本 13,452
資本金 1,101
資本剰余金 706
資本準備金 706
その他資本剰余金 0

利益剰余金 13,564
利益準備金 107
その他利益剰余金 13,457
別途積立金 3,000
繰越利益剰余金 10,457

自己株式 △1,920
評価･換算差額等 856
その他有価証券評価差額金 856

純資産合計 14,308
負債･純資産合計 45,757
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損益計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 4,538
売上原価 1,969

売上総利益 2,568
販売費及び一般管理費 1,286

営業利益 1,281
営業外収益

受取利息及び配当金 243

補助金収入 38

その他 20 301

営業外費用
支払利息 223

その他 9 233

経常利益 1,350
特別利益

投資有価証券売却益 211 211

特別損失
固定資産除売却損 44 44

税引前当期純利益 1,517
法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △37 24

当期純利益 1,492
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株主資本等変動計算書(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備

金
その他
資本剰余
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金 利益剰余
金
合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,101 706 − 706 107 3,000 9,525 12,633 △978 13,462

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △561 △561 △561

当期純利益 1,492 1,492 1,492

自己株式の取得 △989 △989
自己株式の処分
(譲渡制限付株式報酬) 0 0 47 47

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 0 0 931 931 △941 △10

当期末残高 1,101 706 0 706 107 3,000 10,457 13,564 △1,920 13,452

評価･換算差額等
純資産合
計

その他
有価証券
評価差額
金

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算差額
等
合計

当期首残高 678 0 678 14,141

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △561

当期純利益 1,492

自己株式の取得 △989
自己株式の処分
(譲渡制限付株式報酬) 47

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 178 △0 177 177

事業年度中の変動額合計 178 △0 177 167

当期末残高 856 − 856 14,308
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個別注記表

１．金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
⑵ デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
⑶ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２〜50年
構築物 ２〜50年

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑷ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計
上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づ
き計上しております。退職給付債務の計算方法は資格ポイント制に基づく期
末要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。
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⑸ 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる主たる収益は、子会社からの経営指導料収入であります。履行義務は、子会社と

の契約に基づき、経営指導等のサービスを提供することであり、当該履行義務は、契約期間中の継続的な役務提供
によって充足されるため、時の経過に応じて収益を認識しております。

⑹ 重要なヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処

理によっております。
⑺ その他計算書類作成のための基本となる事項
グループ通算制度の適用 当社は、グループ通算制度を適用しております。

３．会計上の見積りに関する注記
関係会社投融資の評価
① 当事業年度計上額

当事業年度
関係会社株式 9,212百万円
関係会社短期貸付金 7,554百万円
関係会社長期貸付金 8,451百万円
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② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した各関係会社の財務諸表を基礎

とした１株当たりの純資産額、若しくは１株当たりの純資産額に買収時において認識した超過収益力を反映させた
ものを実質価額として、当該実質価額と取得原価とを比較し、減損処理の要否を判定しております。また、関係会
社への貸付金の評価については、個別に回収可能性を検討し、回収不能と見込まれる場合には貸倒引当金を計上し
ております。
実質価額の算定及び貸付金の回収可能価額の算定に当たっては、対象期間の事業環境の予測、事業施策等を前提

として作成された将来の事業計画等に基づいております。算出に用いた主要な仮定である当該事業計画における業
績予測等は、事業環境等の予期せぬ変化等により、当該関係会社の実際の業績等とは乖離する可能性があります。
関係会社の業績予測等には不確実性を伴うことから、実際の業績や事業環境等が見積りと比較して悪化する場合

には、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保付債務

（担保資産）
建物 1,249百万円
土地 2,290百万円
合計 3,539百万円

（担保付債務）
短期借入金 650百万円
長期借入金 5,720百万円
合計 6,370百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 10,054百万円
⑶ 保証債務

関係会社等の金融機関からの借入及びファクタリング債務等に対し債務保証を行っております。
綿半ソリューションズ㈱ 174百万円
綿半パートナーズ㈱ 439百万円
合計 614百万円

⑷ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
① 短期金銭債権 7,554百万円
② 長期金銭債権 8,451百万円
③ 短期金銭債務 735百万円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 関係会社に対する売上高 4,174百万円
② 関係会社からの仕入高並びに販売費及び一般管理費 361百万円
③ 関係会社との営業取引以外の取引高 253百万円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（単位：株）
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要

普通株式 600,335 700,000 29,410 1,270,925

合計 600,335 700,000 29,410 1,270,925
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７．税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減損損失 181百万円
減価償却超過額 112百万円
投資有価証券評価損 64百万円
関係会社株式評価損 522百万円
合併受入土地評価差額 86百万円
資産除去債務 397百万円
繰越欠損金 78百万円
借地権 98百万円
退職給付引当金 63百万円
株式報酬費用 81百万円
その他 112百万円

繰延税金資産小計 1,798百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △71百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,495百万円

評価性引当額小計 △1,566百万円
繰延税金資産合計 232百万円

繰延税金負債
合併受入土地評価差額 △288百万円
資産除去債務に関する除去費用 △158百万円
その他有価証券評価差額金 △325百万円
その他 △5百万円

繰延税金負債合計 △777百万円
繰延税金負債の純額 △545百万円
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⑵ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に

関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれ
らに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金
(百万円)

事業の
内容または
職業

議決権等の
所有(被所)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社

㈱綿半
ホーム
エイド

長野県
長野市 100 小売事業

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） − 短期貸付金 762

長期貸付金 1,000

利息の受取
（注１） 9 − −

利息の支払
（注１） 24 − −

担保受入
（注３） − − 480

不動産賃貸
（注４） 1,264 − −

綿半パ
ートナ
ーズ㈱

長野県
飯田市 100 小売事業

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） − 短期貸付金 998

長期貸付金 1,500

利息の受取
（注１） 34 − −

債務保証
（注２） − − 439

綿半ド
ットコ
ム㈱

東京都
新宿区 33 小売事業

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付･借
入（注１） − 短期借入金 604

利息の支払
（注１） 2 − −

綿半ソ
リュー
ション
ズ㈱

長野県
飯田市

100 建設事業
所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） − 短期貸付金 901

利息の支払
（注１） 29 − −

債務保証
（注２） − − 174

配当金の受取
（注５） 570 − ー



― 59 ―

種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金
(百万円)

事業の
内容または
職業

議決権等の
所有(被所)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社

㈱綿半
林業

新潟県
北蒲浦
郡

50 建設事業
所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） ー 短期貸付金 302

長期貸付金 1,000

利息の受取
（注１） 14 − −

綿半建
材㈱

長野県
松本市 50 建設事業

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） − 長期貸付金 3,000

短期借入金 42

利息の受取
（注１） 29 − −

利息の支払
（注１） 0 − −

綿半ト
レーデ
ィング
㈱

東京都
新宿区 45 貿易事業

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） − 短期貸付金 2,832

長期貸付金 1,000

利息の受取
（注１） 63 − −

綿半リ
アルエ
ステー
ト㈱

東京都
新宿区 10 その他

所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） − 短期貸付金 1,306

長期貸付金 101

利息の受取
（注１） 22 − −

非連結
子会社

綿半フ
ァーム
㈱

長野県
東筑摩
郡

10 その他
所有
直 接
100.0

経営の
管理及び
指導

資金の貸付・
借入（注１） − 短期貸付金 284

長期貸付金 850

利息の受取
（注１） 13 ー −
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）当社ではグループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（以下ＣＭＳ）を採用してお

ります。ＣＭＳを用いた資金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは実務上困難であるため、
期末残高のみを表示しております。なお、金利については市場金利を勘案して決定しております。

（注２）銀行借入等に対して債務保証をしておりますが、保証料は受取っておりません。
（注３）当社の銀行借入金に対する土地・建物等の担保提供であり、主としてＣＭＳの借入枠に対するものであります。
（注４）子会社からの不動産賃借料については、市場価格を勘案し一般取引条件と同様に決定しております。
（注５）子会社からの配当金額については、業績・内部留保及び当社グループ内の基準等を総合的に勘案し、決定して

おります。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たり純資産額 765円64銭
⑵ １株当たり当期純利益 77円49銭

10．重要な後発事象に関する注記
特記すべき事項はありません。

11．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「２.重要な会計方針に係る事項(5)収益及び費用

の計上基準」に記載の通りであります。
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連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

綿半ホールディングス株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 松 亮 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 田 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、綿半ホールディングス株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、綿半ホールディン

グス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の

責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社
会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し

て意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算

書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め

られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行

い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性

に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

綿半ホールディングス株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 松 亮 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 田 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、綿半ホールディングス株式会社の2025年４月１日から2026年３月

31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係

る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の

責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会
的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して

意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等

又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め

られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか

について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行

い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性

に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準に
まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第78期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）について、監査等委員でない取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会は、監査の方針、職務の分担等を定め、監査等委員でない取締役及び使用人等から年度損益計画概要、月次損益動
向、四半期及び期末決算概要、その他監査等に必要な情報及び資料の提供を受けました。また、会計監査人からは監査計画、期
中往査、期中レビュー及び期末決算監査結果、その他職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

② 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査等委員でない取締役及び内部監査部門その他の使用人等との意思
疎通及び情報交換を図り、以下の方法で監査を実施いたしました。
ⅰ 取締役会その他重要な会議に出席し、監査等委員でない取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

ⅱ 重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
ⅲ 子会社のうち取締役会設置会社については、常勤監査等委員が当該子会社の監査役を兼務し、取締役会その他重要な会議に
出席し、子会社取締役及び使用人等と意見及び情報の交換を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

ⅳ 子会社のうち取締役会非設置会社については、子会社取締役及び当該子会社を担当する内部監査人等と意見及び情報の交換
を図り、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

ⅴ 内部監査に関しては、内部監査部門から取締役会に対して事前に監査計画が提出され、監査結果も定例的に報告されました。
金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制に関しては、監査等委員でない取締役及び使用人等並びに会計監査人から当該
内部統制の評価及び監査の状況について報告を受けました。いずれの報告においても、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

ⅵ 会議資料や決裁資料等の早期提出を監査等委員でない取締役及び使用人等に働きかけるなどして、監査の環境整備に努めま
した。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するため、常勤監査等委員、会計監査人
及び監査室長（内部監査人の長）で原則毎月１回会合を持ち、意見及び情報の交換を図り、会計監査人の職務の執行状況の把握
に努めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る
内部統制については、本監査報告書作成時点において、監査等委員でない取締役及び使用人等並びに会計監査人から開示すべ
き重要な不備はない旨の報告を受けております。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月11日

綿半ホールディングス株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 矢 島 充 博 ㊞

監査等委員 坂 本 順 子 ㊞
監査等委員 萩 本 範 文 ㊞
監査等委員 代 田 昭 久 ㊞

矢島充博、坂本順子、萩本範文、代田昭久はいずれも会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

以 上


